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7/17は「北海道みんなの日（愛称：道みんの日）」。北海道の価値を見つめ直し、これからの北海道を考える日として平成29年に制定されました。
（北海道環境生活部くらし安全局道民生活課 ☎011・204・5663）INFO PLUS

インフォプラス

5月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

市民の声を
活かす条例 審議会のうごき

　公開される審議会などの開催予定は、あい・ボードや
市ＨＰなどで都度お知らせしています。議事録は市情報
公開コーナー（市役所1階）と市ＨＰで閲覧できます。

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

手話基本条例推進
懇話会（障がい福祉課）

障害者総合支援認定
審査会（障がい福祉課）

福祉有償運送運営
協議会（福祉総務課）

厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課）

介護認定審査会
（高齢者支援課）

石狩浜海浜植物
保護センター運営
委員会（石狩浜海浜
植物保護センター）

施策の推進方針見直し
後の事業展開について

公
開 119

非
公
開

公
開 0

25

26

29

31 公
開 0

令和５年度事業計画につ
いて 2

要介護、要支援の審査・
判定（5月中7回開催）

非
公
開

公
開

石狩市テレビ共同受信
施設整備事業分担金徴
収条例の廃止について
（諮問事項）

更新登録申請について

障害者総合支援法に基
づく介護給付等申請者
の障害支援区分の審査

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い

ま
せ
ん
か
？

日
時　
１4
日
㈮
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限　
１2
日
㈬
17
時
15
分

申
込
・
問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み・廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　
１2
日
㈬

【
み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル
】

収
集
日　
3
日
㈪・24
日
㈪

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

　

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、ハ
チ
の
活

動
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。ハ
チ
が
来

た
ら
手
で
払
っ
た
り
、体
を
急
に
動

か
し
た
り
せ
ず
、姿
勢
を
低
く
し
て

通
り
過
ぎ
る
の
を
待
つ
か
、静
か
に

遠
ざ
か
り
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、ハ
チ
の
巣
の
駆
除
は
専
門

業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い（
有

料
）。個
人
・
法
人
・
事
業
所
・
共
同
住

宅
な
ど
敷
地
内
の
ハ
チ
の
駆
除
費
用

は
、所
有
者
や
管
理
者
の
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ　
（
一
社
）北
海
道
ペ
ス
ト

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
会

☎
0
1
1・7
9
0・8
0
9
9

※
１0
月
1
日
以
降
は

☎
0
1
1・6
7
1・0
1
9
2

【
休
日・夜
間
交
付
】

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子

証
明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の

こ
と

日
時　
①
9
日
㈰
9
時
〜
１2
時

②
22
日
㈯
9
時
〜
１2
時

③
27
日
㈭
17
時
30
分
〜
１9
時

場
所　
市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　

写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　
30
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南
6・5
）

申
込
期
間　
3
日
㈪
〜
28
日
㈮

【
共
通
事
項
】

申
込・問
合
せ　
市
民
課

☎
72・3
1
6
5

対
象　
令
和
６
年
度
以
降
に
新
入
学

を
希
望
す
る
児
童
の
保
護
者 

※
転
入
学
は
随
時
応
相
談

日
時　
11
日
㈫
13
時
15
分
〜14
時
40
分

場
所
・
申
込
・
問
合
せ　

生
振
小
学

校（
生
振
3
7
5・1
）

☎
64・2
0
1
8

　

前
年
度
以
前
に
所
得
制
限
限
度

額
を
超
え
受
給
資
格
を
喪
失
し
た

方
で
、引
き
続
き
ひ
と
り
親
で
あ
り
、

令
和
4
年
中
の
所
得
が
限
度
額
以

内
の
と
き
、助
成
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。市
H
P
の「
所
得
制

限
限
度
額
表
」を
確
認
し
、対
象
と

な
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請・問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課（
市

役
所
１
階
18
番
窓
口
）

☎
72・3
1
2
8

支
払
日　
11
日
㈫ 

※
昨
年
8
月
に
送
付
の
児
童
扶
養

手
当
現
況
届
を
未
提
出
の
方
に
は
、

支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、至
急

ご
連
絡
く
だ
さ
い 

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　

大
腸
が
ん
は
、家
で
専
用
の
容
器

に
便
を
と
る
だ
け
の
簡
単
な
検
査

で
早
期
発
見
が
可
能
で
す
。コ
ミ

セ
ン
な
ど
で
行
う
集
団
検
診
、検
診

セ
ン
タ
ー
に
行
く
バ
ス
送
迎
検
診
、

医
療
機
関
な
ど
で
受
け
る
個
別
検

診
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。詳
細
は
市

Ｈ
Ｐ
ま
た
は
申
込
先
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
40
歳
以
上
の
市
民

費
用　
40
歳
〜
69
歳
は
7
0
0
円
。

70
歳
以
上
は
3
0
0
円
。住
民
税
非

課
税
世
帯・生
活
保
護
世
帯
は
無
料

申
込
先　

集
団
検
診
と
バ
ス
送
迎

検
診
は
保
健
推
進
課
、個
別
検
診
は

各
医
療
機
関　

問
合
せ　
保
健
推
進
課

☎
72・3
1
2
4

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
方
は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
が
免
除
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、免
除
の

承
認
を
受
け
た
保
険
料
は
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
付
で
き
ま

す（
3
年
度
目
以
降
に
納
付
す
る
場

合
は
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
）。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
に
し

て
お
く
と
、将
来
の
老
齢
年
金
や
不

測
の
事
態
が
起
き
た
と
き
の
障
害

年
金
・
遺
族
年
金
が
受
け
取
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇
全
額
免
除
・
納
付
猶
予
が
継
続
承

　

認
さ
れ
て
い
る
方
以
外
は
、7
月

　

以
降
に
再
度
申
請
が
必
要
で
す

〇
承
認
を
受
け
て
も
一
部
免
除
で

　

承
認
さ
れ
た
方
は
、減
額
さ
れ
た

　

保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
未

　
納
と
な
り
ま
す

〇
申
請
者
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所

　

得
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
い
場
合

　

が
あ
り
ま
す

〇
継
続
承
認
さ
れ
た
方
で
、婚
姻
・

　

離
婚
な
ど
配
偶
者
に
変
更
が

　

あ
っ
た
場
合
は
、年
金
事
務
所
へ

　

届
け
出
が
必
要
で
す

対
象
期
間　
申
請
月
の
2
年
1
カ

月
前
分
〜
令
和
6
年
6
月
分
ま
で

※
郵
送
申
請
可
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
申
請
可

問
合
せ　
市
民
課
☎
72
･
3
1
2
2

ア
ッ
プ
作
戦

　

茨
戸
川
河
畔
を
き
れ
い
に
す
る

活
動
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　
26
日
㈬
15
時
〜
17
時

※
雨
天
時
は
27
日
㈭
に
延
期

集
合
場
所　
市
民
図
書
館
裏（
花
川

北
7・1
）

問
合
せ　
建
設
総
務
課

☎
72・3
1
3
7

　

給
食
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
や
食
育

講
話
、給
食
試
食
も
あ
り
ま
す
。

内
容　

①
感
染
症
予
防
に
も
な
る
⁉ 

教
え
ま
す 

学
校
給
食
流
手
洗
い

②
防
災
食
に
つ
い
て
考
え
よ
う

日
時　
①
21
日
㈮ 

②
8
月
31
日
㈭

10
時
30
分
〜
12
時

講
師　
市
栄
養
士

持
ち
物 
筆
記
用
具

定
員　
①
20
人
程
度（
申
込
順
）

②
30
人
程
度（
申
込
順
）

費
用　
4
2
2
円（
給
食
代
）

そ
の
ほ
か　

5
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ・

団
体
は
別
日
程
で
実
施
可
。希
望
す

る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

申
込
期
限　
①
6
日
㈭

②
8
月
16
日
㈬

場
所
・
申
込
・
問
合
せ　

学
校
給
食

セ
ン
タ
ー（
花
川
北
7
・
1
）

☎
62
･
8
0
1
5

▲市HP

お知らせ
■所 市役所
りんくる

市役所からの

（花川北6・1・30・2）
（花川北6・1・41・1）

市
長
室
開
放

ご
み
の
収
集
日

ハ
チ
に
要
注
意
！

生
振
小
学
校 

学
校
説
明
会

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

児
童
扶
養
手
当

大
腸
が
ん
検
診
を
受
け
よ
う
！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

国
民
年
金
保
険
料 

免
除
制
度
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【北海道苦情審査委員制度】皆さんに代わって苦情審査委員が、道の業務や制度の調査などを行います。「苦情申立書」を提出してください。
（道政相談センター 〒060-8588 札幌市中央区北３西６ ☎011・204・5523 　  011・241・8181 ✉kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp）INFO PLUS

インフォプラス

時
間
外
納
付・相
談
窓
口

開
設
窓
口

※上下水道料金と時間外の窓口では石狩ハイスタンプ
　会が発行するハイスタンプ券での納付はできません

※上記日時以外の相談は各課窓口へ
※厚田・浜益支所では時間外の窓口を開設し
　 ていません

平日8時45分～17時15分
石狩ハイスタンプ券での納付

納
期
限

上下水道料金（6月分）10㈪

固定資産税・都市計画税（第2期）
後期高齢者医療保険料（第1期）
国民健康保険税（第2期）
介護保険料（第2期）
市営住宅使用料（7月分）

31㈪

23㈰10時～15時 ※上下水道料金除く

27㈭17時15分～20時

●市税と国民健康保険税
●後期高齢者医療保険料
納税課（市役所1階15番窓口）
☎72・3121

●上下水道料金
水道営業課（市役所2階8番窓口）
☎72・3133

開
設
日
時

全 額 免 除

定額納付の場合

納 付 猶 予
（50歳未満に限る）

４分 の３免 除
（４分の１納付）

半 額 免 除

４分 の１免 除
（４分の３納付）

納付額
（令和5年度の１カ月分）

－

16,520円

12,390円

－

8,260円

4,130円

2分の1

年金額への
反映割合※

1

8分の7

0

8分の6

8分の5

 ※定額の保険料を納付した場合を１とする

免除が承認されたときの納付額と年金額への反映割合
　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い

ま
せ
ん
か
？

日
時　
１4
日
㈮
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限　
１2
日
㈬
17
時
15
分

申
込
・
問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み・廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　
１2
日
㈬

【
み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル
】

収
集
日　
3
日
㈪・24
日
㈪

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

　

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、ハ
チ
の
活

動
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。ハ
チ
が
来

た
ら
手
で
払
っ
た
り
、体
を
急
に
動

か
し
た
り
せ
ず
、姿
勢
を
低
く
し
て

通
り
過
ぎ
る
の
を
待
つ
か
、静
か
に

遠
ざ
か
り
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、ハ
チ
の
巣
の
駆
除
は
専
門

業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い（
有

料
）。個
人
・
法
人
・
事
業
所
・
共
同
住

宅
な
ど
敷
地
内
の
ハ
チ
の
駆
除
費
用

は
、所
有
者
や
管
理
者
の
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ　
（
一
社
）北
海
道
ペ
ス
ト

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
会

☎
0
1
1・7
9
0・8
0
9
9

※
１0
月
1
日
以
降
は

☎
0
1
1・6
7
1・0
1
9
2

【
休
日・夜
間
交
付
】

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子

証
明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の

こ
と

日
時　
①
9
日
㈰
9
時
〜
１2
時

②
22
日
㈯
9
時
〜
１2
時

③
27
日
㈭
17
時
30
分
〜
１9
時

場
所　
市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　

写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　
30
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南
6・5
）

申
込
期
間　
3
日
㈪
〜
28
日
㈮

【
共
通
事
項
】

申
込・問
合
せ　
市
民
課

☎
72・3
1
6
5

対
象　
令
和
６
年
度
以
降
に
新
入
学

を
希
望
す
る
児
童
の
保
護
者 

※
転
入
学
は
随
時
応
相
談

日
時　
11
日
㈫
13
時
15
分
〜14
時
40
分

場
所
・
申
込
・
問
合
せ　

生
振
小
学

校（
生
振
3
7
5・1
）

☎
64・2
0
1
8

　

前
年
度
以
前
に
所
得
制
限
限
度

額
を
超
え
受
給
資
格
を
喪
失
し
た

方
で
、引
き
続
き
ひ
と
り
親
で
あ
り
、

令
和
4
年
中
の
所
得
が
限
度
額
以

内
の
と
き
、助
成
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。市
H
P
の「
所
得
制

限
限
度
額
表
」を
確
認
し
、対
象
と

な
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請・問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課（
市

役
所
１
階
18
番
窓
口
）

☎
72・3
1
2
8

支
払
日　
11
日
㈫ 

※
昨
年
8
月
に
送
付
の
児
童
扶
養

手
当
現
況
届
を
未
提
出
の
方
に
は
、

支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、至
急

ご
連
絡
く
だ
さ
い 

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　

大
腸
が
ん
は
、家
で
専
用
の
容
器

に
便
を
と
る
だ
け
の
簡
単
な
検
査

で
早
期
発
見
が
可
能
で
す
。コ
ミ

セ
ン
な
ど
で
行
う
集
団
検
診
、健
診

セ
ン
タ
ー
に
行
く
バ
ス
送
迎
検
診
、

医
療
機
関
な
ど
で
受
け
る
個
別
検

診
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。詳
細
は
市

Ｈ
Ｐ
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

対
象　
40
歳
以
上
の
市
民

費
用　
40
歳
〜
69
歳
は
7
0
0
円
。

70
歳
以
上
は
3
0
0
円
。住
民
税
非

課
税
世
帯・生
活
保
護
世
帯
は
無
料

申
込
先　

集
団
検
診
と
バ
ス
送
迎

検
診
は
保
健
推
進
課
、個
別
検
診
は

各
医
療
機
関　

問
合
せ　
保
健
推
進
課

☎
72・3
1
2
4

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
方
は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
が
免
除
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、免
除
の

承
認
を
受
け
た
保
険
料
は
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
付
で
き
ま

す（
3
年
度
目
以
降
に
納
付
す
る
場

合
は
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
）。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
に
し

て
お
く
と
、将
来
の
老
齢
年
金
や
不

測
の
事
態
が
起
き
た
と
き
の
障
害

年
金
・
遺
族
年
金
が
受
け
取
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇
全
額
免
除
・
納
付
猶
予
が
継
続
承

　

認
さ
れ
て
い
る
方
以
外
は
、7
月

　

以
降
に
再
度
申
請
が
必
要
で
す

〇
承
認
を
受
け
て
も
一
部
免
除
で

　

承
認
さ
れ
た
方
は
、減
額
さ
れ
た

　

保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
未

　
納
と
な
り
ま
す

〇
申
請
者
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所

　

得
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
い
場
合

　

が
あ
り
ま
す

〇
継
続
承
認
さ
れ
た
方
で
、婚
姻
・

　

離
婚
な
ど
配
偶
者
に
変
更
が

　

あ
っ
た
場
合
は
、年
金
事
務
所
へ

　

届
け
出
が
必
要
で
す

対
象
期
間　
申
請
月
の
2
年
1
カ

月
前
分
〜
令
和
6
年
6
月
分
ま
で

※
郵
送
申
請
可
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
申
請
可

問
合
せ　
市
民
課
☎
72
･
3
1
2
2

ア
ッ
プ
作
戦

　

茨
戸
川
河
畔
を
き
れ
い
に
す
る

活
動
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　
26
日
㈬
15
時
〜
17
時

※
雨
天
時
は
27
日
㈭
に
延
期

集
合
場
所　
市
民
図
書
館
裏（
花
川

北
7・1
）

問
合
せ　
建
設
総
務
課

☎
72・3
1
3
7

　

給
食
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
や
食
育

講
話
、給
食
試
食
も
あ
り
ま
す
。

内
容　

①
感
染
症
予
防
に
も
な
る
⁉ 

教
え
ま
す 

学
校
給
食
流
手
洗
い

②
防
災
食
に
つ
い
て
考
え
よ
う

日
時　
①
21
日
㈮ 

②
8
月
31
日
㈭

10
時
30
分
〜
12
時

講
師　
市
栄
養
士

持
ち
物 
筆
記
用
具

定
員　
①
20
人
程
度（
申
込
順
）

②
30
人
程
度（
申
込
順
）

費
用　
4
2
2
円（
給
食
代
）

そ
の
ほ
か　

5
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ・

団
体
は
別
日
程
で
実
施
可
。希
望
す

る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

申
込
期
限　
①
6
日
㈭

②
8
月
16
日
㈬

場
所
・
申
込
・
問
合
せ　

学
校
給
食

セ
ン
タ
ー（
花
川
北
7
・
1
）

☎
62
･
8
0
1
5

石
狩
川

ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
作
戦

大
人
の
プ
レ
ミ
ア
ム

食
育
講
座（
個
人
向
け
）


